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施策推進のための主な事業

…主に前期５ヵ年で取り組む事業です。

1

2

交通渋滞が恒常化している幹線道路の交差点につい

て、平成26年度までに大規模交差点5ヵ所の改良を行

い、右左折レーン等整備によるスムーズな通過交通の

確保を図ります。

河川等の公共用水域の水質を保全し、生活環境の改善を

図るため、地域特性にあった効率的な生活排水処理事業

を進め、平成26年度までに生活排水処理人口普及率90％

を目指します。

平成22年度までに、地区計画制度など市街化調整区

域内において地域の主体的な取組を支援する制度を整

備し、平成26年度までに１地区が地区計画による整

備に着手することを目指します。

市街化区域内の未利用地等について、合理的な土地利

用の促進と地域の主体的な取組を支援し、平成26年度

には未利用地の面積が60ha以下になることを目指しま

す。

長期的な視点に立った市民と行政の協働による都市景

観の保全、整備、充実を促進するため、平成20年度

に予定されている中核市移行後、景観行政団体として

景観計画を策定し、平成22年度に景観条例の制定を

目指します。

魅力ある都市景観を創出し、快適な歩行空間を確保する

ため、国・県と協調して電線類の地中化を促進します。

応急手当の知識、技術の普及啓発を図るため、市民を対象とした救命講

習会等を行い、平成26年度までに新普通救命講習修了者数17,000人以上

を目指します。

また、自主防災組織の育成、防災リーダーの養成による地域ごとの防災

ネットワークづくりに取り組み、平成26年度までに防災リーダーの養成

地域数180地域を目指します。

市街地において頻発する浸水被害を解消するため、金丸川等の浸水対策

事業を行うとともに、池町川については平成18年度に浸水対策基本計画

を策定し、国や県とともに浸水対策事業を進めます。

円滑な交通移動環境の整備を図るために、田主丸町、城島町、三潴町に

おける公共交通のアクセス道路、交差点の改良、公共施設へのアクセス

道路等の一体的な交通ネットワークの形成を計画的に進めます。

生活道路や排水路等の日常生活環境の整備を、地域の協力を得ながら進

めます。

北野町、城島町等において、生活環境の改善と公共水域の水質保全を目

的とした公共下水道の整備を計画的に進めます。

質の高い居住空間の整備と地域社会の定住性向上のため、田主丸町、北

野町、城島町において老朽住宅の改築やバリアフリー化等の改修を行い

ます。

安全で安定的な水の供給を図るため、西部配水場の整備を計画的に進め

ます。

基本構想及び推進計画を策定し、計画に沿った事業を

推進することにより、筑後川流域が持つ自然や景観、

歴史や文化、学習機能等を活用しながら、筑後川を基

軸とした観光等の地域活性化、快適歩行空間形成等を

図ります。
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施策の内容
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施策推進のための主な事業

…主に前期５ヵ年で取り組む事業です。

1

市民や事業者等の環境負荷低減活動の促進や意識啓発

を図るため、市施設から発生する温室効果ガス削減を

目的とした久留米市地球温暖化防止実行計画を推進す

るとともに、ISO14001の認証取得を活用した環境負

荷低減の継続的な活動実践、環境ISOの概念を取り入

れた学校版ISO制度を推進していきます。

散乱ごみのない清潔感あふれるまちづくりの実現を目

指し、ポイ捨てしない人づくりのための啓発活動、ポ

イ捨てしない環境づくりのための美化・清掃活動、く

るめクリーンパートナーの拡大・充実、市民の美化意

識の醸成、環境美化促進条例の見直し等に取り組みま

す。平成26年度までに、くるめクリーンパートナーの

登録人数が12,000人を超えるよう参加を呼びかけてい

きます。

廃棄物処理やリサイクルに関する法制度の動向に対応

しつつ、市民・事業者・行政が協働して、分別収集や

ごみの発生抑制、リサイクルに取り組みます。また、

循環型のごみ処理基本計画の見直し、将来を見据えた

ごみ処理体制整備、事業系ごみの削減やリサイクル促

進に取り組み、平成26年度におけるリサイクル率を

23％にします。

容器包装リサイクル法改正、新たな分別収集品目の研

究・具体化等のリサイクル推進に取り組みながら、新

中間処理施設の整備に併せて、不燃物を含めて再資源

化を行うリサイクル施設を整備し、平成26年度にお

ける最終処分率（最終処分量／総ごみ発生量）10％

を目指します。

上津クリーンセンターの焼却能力を見据えながら、環境負荷が少ない新

中間処理施設の整備、上津クリーンセンターの改修を行い、平成26年度

における最終処分率（最終処分量／総ごみ発生量）10％を目指します。

高良内町杉谷地区に整備した第一処分場の処理容量を見据えて、第二処

分場の計画的整備に取り組み、平成22年度市域内処理率100％を維持し

ます。



外
で
活
動

し
た
く
な
る
ま
ち
に

誇
り
が
も
て
る

美
し
い
都
市
久
留
米

展望と課題

主要な取組視点

外で活動したくなるまちに4
第

1 1

2

1

1

3

2

節

4

53久留米市新総合計画52

1

※



外
で
活
動

し
た
く
な
る
ま
ち
に

誇
り
が
も
て
る

美
し
い
都
市
久
留
米

55久留米市新総合計画54

施策の内容
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施策推進のための主な事業

1 2

市民の憩いの場、スポーツ・レクリエーションの場と

して、筑後川リバーサイドパーク、津福公園、中央公

園（流水プール）を整備し、平成26年度の年間施設

利用者数リバーサイドパーク360千人、津福公園100

千人を目指します。

人にやさしいまちづくり整備基本計画に基づき、スロー

プやエレベーター設置等の民間施設のバリアフリー化

を支援していきます。福祉のまちづくり計画の完了年

度である平成19年度までに、年2ヵ所の民間施設のバ

リアフリー改修工事を支援します。

歩行者や車椅子利用者などだれもが安心して、安全に

通行できるように、駅周辺等の重点地区で、快適なバ

リアフリー歩行空間を整備していきます。

基本構想及び推進計画を策定し、計画に沿った事業を

推進することにより、筑後川流域が持つ自然や景観、

歴史や文化、学習機能等を活用しながら、筑後川を基

軸とした観光等の地域活性化、快適歩行空間形成等を

図ります。

筑後川河川敷を活用して、城島町六五郎橋地区、下田大橋地区、浮島桟

橋地区、江島港跡地区や田主丸町に広場・公園整備を図っていきます。

田主丸町塩足地区にある本庄屋敷を、市民との協働により、地域コミュ

ニティの場として整備するとともに、周辺整備に取り組みます。

地域の高齢者や子ども等の交通弱者対策として、北野町と善導寺町に架

かる鎮西橋の自歩道橋整備に取り組みます。


